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地震防災戦略における

被害軽減量の算出手法について

（参考－１）
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１）住宅等の耐震化に伴う死者数軽減

・下記のフローに従い、木造建築物の耐震化率が90％となった場合の被害軽減
量を算出。

１．揺れによって発生する死者数の軽減

構造別・建築年次別・建物データ
構造別・建築年次別・建物データ震度分布

全壊率テーブル
（震度～全壊率の関係）

木造： 3区分

木造： 3区分
（旧築年37年以前／中築年38～55年／新築年56年以降）

メッシュ別全壊棟数

市町村別全壊棟数

死者数

全壊に伴う死者数算定式

屋内滞留人口

・前提条件

新築年 ：全ての構造物の耐震性確保。

旧築年と中築年：新築年と同程度の耐震性ありのものが一定割合存在。

耐震改修されたものは新築年と同程度の耐震性確保。

①耐震化率９０％を達成したときの建築年次別のストックの姿

Ｈ１２の状態

（耐震化率68％）

目標

（耐震化率90％）

・木造旧築年建物、木造中築年建物のうち、建て替えられたものについては、木
造新築年建物の全壊率テーブルに従うものとする。

②全壊率テーブル

新築年（耐震性あり）

旧・中築年（耐震性あり）

旧・中築年（耐震性なし）

旧・中築年
（耐震性なし）

３６％ ６４％
（旧築年２８％、中築年３６％）

耐震性のない
建物：全体の

32％

耐震性のない
建物：全体の

10％

８０％ ２０％
（旧築年９％、中築年１１％）

新築年（Ｈ１２以前のもの）
（耐震性あり）

旧・中築年（耐震性あり）

新築年（旧・中築年の建替え）
＋ 耐震改修された旧・中築年

（耐震性あり）

(１)木造建築物
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・木造建築物と同じフローに従い、旧築年及び中築年の非木造建築物が、建物の
老朽化、利便性の向上等によって建て替えられた場合の被害軽減量を算出。

①構造物・建築年次別・建物データの補正

・建物の老朽化、利便性の向上等により、旧築年建物のうち33％、中築年建物の
うち28％が、それぞれ10年間で新築年建物と同等の耐震性能を有する建物に
建て替えられた場合を想定。

- 住宅統計調査データに基づき、築X年の建築物の残存率を以下の式で仮定。

残存率＝1.16026/(1+0.098*EXP(0.074X))

- 旧築年建物（～S46）を全て昭和46年建築と仮定すると、平成12年で63.1％、その10
年後に42.1％となる（33.3％減）。

- 中築年建物（S47～S55）を全て昭和52年建築と仮定すると、平成12年で75.5％、その
10年後に54.6％となる（27.7％減）。

②全壊率テーブル

・首都直下地震対策専門調査会手法の全壊率テーブルに基づき、非木造旧築
年建物、非木造中築年建物のうち、建て替えられたものについては、非木造新
築年建物の全壊率テーブルに従うものとする。

※ 東海地震、東南海・南海地震の被害想定については、非木造建物の全壊率テーブル
について年次区分をしていないため、首都直下地震の被害想定手法の全壊率テーブ
ルによる建て替え前と建て替え後の全壊棟数の変化率から、建て替え後の全壊棟数を
算出。

(２)非木造建築物

西宮市のプロット

東海、東南海・南海地震被害想定手法に
よる非木造全壊率（年次区分なし）

旧築年

中築年

新築年

15％

11％

3％

（推計震度6.4のとき）

５強 ６弱 ６強 ７５強 ６弱 ６強 ７
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5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7

非木造：3区分

・ 建物が全壊するときの震度が正規分布に従うと仮定（全壊率テーブルに正
規分布の累積確率密度関数を使用）。

・ 阪神・淡路大震災における西宮市のプロットデータをもとに設定。

○全壊率テーブル（首都直下地震対策専門調査会手法）

非木造建物全壊率
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２）家具の固定に伴う死者数軽減

・下記のフローに従い、家具の転倒防止措置率が向上した場合の被害軽減量を
算出。

（転倒防止措置率の違いによる補正）

・現状の家具転倒防止措置率を以下のとおり。

- 静岡県 53.7％（平成15年度静岡県県民意識調査）

- 愛知県 31.0％（平成15年度愛知県意識調査）

- 神奈川県 45.0%（平成15年度神奈川県県政モニター課題意見）

- 東京都 27.8％（東京消防庁 平成16年11月）

- その他の県については、愛知県、東京都並として約30％と仮定。

・10年後の家具転倒防止措置率の目標については、以下のとおり。

- 静岡県では過去10年で16.7％増なので、今後10年でさらに同程度の増加
があると考え約70％とし、神奈川県については60％、その他の県は静岡県
並の50％として目標を算出。強化地域の都県で54％、推進地域の都府県
で51％を目標とする。

建物棟数（階層別）

建物全壊率

全壊建物数 その他建物数

屋内滞留人口

震度

家具類の転倒による
死者率（震度別）

阪神地区との転倒防
止措置実施率との差

による補正

阪神地区との転倒防
止措置実施率との差

による補正

時間帯による起きて
いる人の割合に基づ

く補正

死者数

※ 東海地震、東南海・南海地震の被害想定については、家具の移動、転倒に伴う死者数
は算出していなかったが、首都直下地震の被害想定手法を用い死者数軽減数を算出。
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３）出火防止に伴う死者数軽減

・住宅の耐震化により、揺れによる全壊率が軽減することに伴う出火率の軽減を
算出。

（参考） 出火率の算出式

○揺れによる被害の軽減に伴う火災被害の軽減

一般火気器具 電熱器具 電気機器・配線

冬の１８時 0.0022 0.0043

冬の５時 0.00018 0.00036

秋の１２時 0.00017 0.00035

0.00036

出火率＝係数（※１）×（揺れによる全壊率）0.73

揺れによる全壊率
揺れによる全壊率

出火率

建物データ（木造）

炎上出火件数

残出火数

不燃領域率

焼失率

（消防力の運用）

火災に伴う死者数算定式

屋内滞留人口

焼失棟数

死者数

当時の阪神地区との
マイコンメーター普及
率の違いによる補正

当時の阪神地区との
マイコンメーター普及
率の違いによる補正

（参考）

マイコンメーター普及率の違いによる補正

・当時の阪神地区のマイコンメーター普及率は75％（非普及率25％）であったた
め、以下によって出火の軽減を考慮。

補正率＝（１－都市ガス普及率×マイコンメーター普及率）／0.25

・被害想定当時からの普及率の違いを考慮。

全都府県でほぼ100％都府県別に約47％～約98％東南海・南海

全都府県でほぼ100％都府県別に約50％～約98％東海

現在の普及率被害想定当時の普及率

・既に、現時点で「東海」「東南海・南海」の対象地域におけるマイコンメーター普
及率はほぼ100％。
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４）急傾斜地の崩壊危険箇所の解消に伴う死者数軽減

・下記のフローに従い、危険箇所の対策工事着手率が向上した場合の被害軽減
量を算出。

（対策工事着手率の違いによる補正）

・10年後の対策工事着手率を現状の1.3倍と算出。

- 急傾斜地の崩壊による災害から保全される戸数が社会資本整備重点計画
（平成15年10月10日閣議決定）の増加ベースで10年間増加すると平成16
年度末の約42万戸から平成26年度末に約54万戸となり、約1.3倍となる。

急傾斜地崩壊危険箇所データ（河川局砂防部） 震度分布

崩壊確率

全壊率

対策工事着手率
対策工事着手率

全壊棟数

各危険箇所の危険度ランク（Ａ、Ｂ、Ｃ）、人家戸数

・全壊棟数＝危険箇所内人家戸数×崩壊確率×全壊率×（１－対策工事着手率）
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２．津波によって発生する死者数の軽減

１）津波避難意識の向上に伴う死者数軽減
・防災意識の差異による補正

・避難意識の低いケース（早期避難率20％）と避難意識の高いケース（早期
避難率71.1％）の死者数より、早期避難率54.9％の場合の死者数を算出。

避難意識の低いケース

- 日本海中部地震時の市町村の
早期避難率：20％

避難意識の高いケース

- 北海道南西沖地震時の奥尻町
の早期避難率：71.1％

ハザードマップ作成、津波避難
訓練実施の市町村

- 早期避難率：54.9％

津波による死者数

津波高さに応じた死者率

津波到達時間による補正

堤防等の損壊による補正

防災意識の差異による補正
防災意識の差異による補正

死者数（補正前）

死者数

揺れによる死者のダブルカウントを除去

揺れによる重傷者・要救助者のダブル
カウントを除去

揺れによる重傷者・要
救助者率

浸水エリア内の揺れによる
重傷者・要救助者

津波影響人口 浸水エリア内の（揺れによる）全壊棟数

死者数（補正後）

①津波ハザードマップの作成・配布
ハザードマップを作成した場合の住民意識については、「洪水ハザードマップの住民
認知とその促進策に関する研究」（片田敏孝ら）によれば、「危険性が高いとの意識を
持った割合１６．６％」、「危険性はやや高いとの意識を持った割合２５．６％」との結果が
あり、これらの合計で、ハザードマップの作成等によって避難意識が向上するものとする。

１６．６％＋２５．６％＝４２．２％
②津波避難訓練の実施
津波避難訓練実施による津波避難意識については、「２００３年十勝沖地震に関する
アンケート調査」（東京大学廣井、東京経済大吉井）をもとに、「津波避難訓練に参加し
た者の避難率７４．６％」 「津波避難訓練に参加しなかった者の避難率４９．２％」を算
出。
その結果、津波避難訓練実施による津波避難意識の向上割合は、
７４．６－４９．２＝２５．４％

となるが、訓練の参加は任意であること、一部は上記①との重複の可能性等から、同津
波避難意識向上割合（２５．４％）の １／２ を津波避難訓練の実施による早期避難率と

みなす。
２５．４％×１／２＝１２．７％

①及び②より、
４２．２％＋１２．７％＝５４．９％

となり、５４．９％を津波避難意識向上策による早期避難率と見なす。

津波避難意識向上のため、津波ハザードマップの作成・配布、津波防災訓
練の実施、防災計画の充実、自主防災組織の育成・充実、防災教育の推進
等により、津波避難意識が向上することにより死者数が軽減。このうち、「津波
ハザードマップの作成・周知」「津波避難訓練の実施」による津波避難意識の
向上による被害軽減量を算出。
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２）海岸保全施設整備の推進に伴う死者数軽減

・津波等による浸水から防護されていない地域の面積を13万haから5万haに減少
させるとの目標に従って、死者数の軽減数を算出。

- 東海地震対策強化地域等における津波防護施設の耐震化補正率：60.5％

- 東南海・南海地震対策推進地域等における津波防護施設の耐震化補正率：53.3％

43万ha43万ha合計（防護が必要な面積）

5万ha13万ha安全性が確保されていない面積

38万ha30万ha防護面積

平成26年度平成16年度

43万ha－23万ha

＝20万ha

43万ha－18万ha

＝26万ha

津波による安全性が確保さ
れていない面積

38万ha×60. 5％

＝23万ha

30万ha×60.5％

＝18万ha

津波による防護面積

平成26年度平成16年度

津波高さに応じた死者率

津波到達時間による補正

堤防等の損壊による補正

防災意識の差異による補正

死者数（補正前）

死者数

揺れによる死者のダブルカウントを除去

揺れによる重傷者・要救助者のダブル
カウントを除去

揺れによる重傷者・要
救助者率

浸水エリア内の揺れによる
重傷者・要救助者

津波影響人口
津波影響人口 浸水エリア内の（揺れによる）全壊棟数

死者数（補正後）

・上記の防護面積に対して、津波防護施設の耐震性を考慮する補正を行う。補正
率は、耐震化された海岸延長の割合から算出。

※海岸堤防等の耐震化の推進により耐震化補正率は向上し、死者数の軽減に
資するが、現時点において、耐震化に係る具体的な数値目標が設定されてい
ないため、ここでは平成16年度と平成26年度を同値としている。

以上より、東海地震の場合は、20万ｈａ／26万ｈａの割合で死者数が軽減するも
のとして算出。

（東海地震の場合）
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３．経済被害の軽減

被災地域内

建築物・家財の被害

事業所資産の被害

ライフラインの被害

交通寸断による時間
損失・機会損失 （③）

他地域・他産業
への波及 （④）

施設・資産の
喪失額 （①）

産業活動の停止

被災地域外

＊経済被害額＝直接被害（①）と間接被害（②＋③＋④）の合計とする

幹線交通の寸断

生産性低下による損
失額の発生 （②）

建物被害
の発生

建物被害
の発生

死傷者の
発生

死傷者の
発生

水道管被害
の発生

水道管被害
の発生

新幹線の
寸断

新幹線の
寸断

○住宅等の耐震化による被害額の軽減

・全壊棟数、焼失棟数が軽減したことによる被害額の軽減量を計算。

- 建築物の被害： （全壊棟数＋半壊棟数×0.5）×1棟あたり平均評価額

- 家財の被害： （倒壊棟数＋全壊棟数×0.5）×1棟あたり評価単価

- 事業所資産の被害： Σ｛事業所資産（産業別）×非木造建物被害率（市町村別）｝

○生産活動停止による被害額の軽減

・全壊棟数、焼失棟数、死傷者数が軽減したことによる被害額の軽減量を計算。

- 地震による影響が大きいと考えられる業種（製造業、小売業、サービス業等）の被害
額を、コブダグラス型生産関数によって算出

Y =  a・Kb・L1-b

Y：製造・販売額、K：資産（ストック）、L：従業員数、a,b：パラメータ

○東西幹線交通寸断による被害額の軽減

・新幹線の高架橋柱及び緊急輸送道路の橋梁、新幹線や高速道路をまたぐ跨
線橋が100％耐震化されることにより、長期間にわたる交通の寸断は発生しない
ものとした。


